
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年４月 

大分市農政課 
  

令和４年度 大分市産農林水産物「中食・外食」等 

活用促進支援事業補助金 

よくあるご質問（Ｑ＆Ａ） 

（R4） 



補助対象事業について 

No. 質問 回答 

１ 
イベント会場に出店する

場合は対象になるか？ 
常設の店舗等での開催ではないため対象外です 

２ 

ホテル内のレストランで

開催するが場合は対象に

なるか？ 

宿泊者以外の方も利用できる場合は対象となり、宿泊者しか利用できない場合は対象外です。 

３ 

催事期間中、全ての期間で

「大分市産」を使用しなけ

ればならないのか。 

そのとおりです。 

４ 

推進品目と他市産の品目

を組合せた催事は、対象に

なるか？ 

当該事業は、推進品目の活用の促進及びそれらの魅力の発信を目的としていることから対象外になります。 

５ 

推進品目を使用したパン

やケーキにかかる催事は

対象になるか？ 

対象になります。 

６ 

例えば、農業者団体が催事

を企画し、それを店舗に委

託する場合は、対象になる

か？ 

農業者団体が主催者（または共催者）の場合は、対象になりますが、その場合、店舗への委託費の使途に制限（Ｎｏ．

２０参照）がありますので、ご注意ください。 

７ 

例えば、漁協が催事を企画

し、それを店舗に協力依頼

する場合、漁協でチラシ等

を作成する経費は対象に

なるのか？ 

漁協が主催者（または共催者）の場合は、対象になります。 

８ 

交付決定された申請内容

に変更が出た場合はどう

なるのか？ 

大小問わず変更がある場合は、事前に農政課にご相談ください。 

軽微な変更（実施要領第６条）であれば、変更申請書の提出は不要ですが、それ以外の変更の場合は、変更申請書の提

出が必要です。 

なお、申請の内容と著しく変更（当初の目的、内容と大きく異なる）する場合は、交付決定を取り消す場合があります。 

９ 「常設の店舗等」とは？ 仮設または臨時の店舗等、その他設置が恒常的でない店舗等を除いた店舗です。 

１０ 

会社（事業所）は大分市内

にあるが、店舗が市外にあ

る場合は対象になるか？ 

対象になります。また、会社（事業所）が大分市外にあり、店舗が、大分市内にある場合も同様です。 



１１ 
補助金交付決定前からの

催事は対象になるか？ 
なりません。 

１２ 
年度を越える催事は補助

対象になるか？ 

年度内の催事が補助対象になり、越えた分は対象外になります。なお、その場合、実績報告書を年度末までに提出する

必要があります。（補助対象経費の支払い含む） 

 

補助対象者について 

No. 質問 回答 

１２ 
２者での共催の場合は、そ

れぞれで申請できるか？ 
共催の場合、申請できるのは、共催者のうちいずれか一者です。 

１３ 

「補助対象事業を主催者

として実施する者」とはど

ういう者を想定している

のか？ 

店舗等は、飲食店舗、販売店舗（総菜、弁当、仕出し、テイクアウト、菓子、パン等）、旅館・ホテル、複数のテナン

ト（総菜や弁当店等）が入る販売店、店舗等に委託または協力依頼する者としては、農林水産業者等で組織する団体（生

産者部会）、農協、漁協、商工会議所等を想定しています。なお、これらはあくまでも一例のため、対象になるか否か

は農政課までお問合せください。 

 

推進品目について 

No. 質問 回答 

１４ 
大分市産を購入したいが、

購入先を教えてほしい。 
農政課にご相談ください。ただし、ご要望に応じられない場合があります。 

１５ 

推進品目の一次加工品（粉

末、ペースト等）をメニュ

ーに使用するが、対象にな

るか？ 

対象になります。 

１６ 産地証明は必要か？ 

必要ありませんが、使用する推進品目が「大分市産」（一部を除く。）であることを必ず確認してください。 

また、「大分市産農林水産物「中食・外食」等活用促進支援事業にかかる誓約書」において、大分市産を催事で活用す

ることを誓約していただきます。 

 

補助対象経費について 

No. 質問 回答 

１７ 

レンタルしたショーケー

スに申請したメニュー以

外を置いてもよいか？ 

補助対象としたメニュー以外を置くことはできません。 



１８ 

広告する場合、催事以外の

内容も掲載（放送）してよ

いか？ 

催事にかかる内容であれば対象になりますが、催事以外にかかる内容を掲載（放送）する場合は対象外になります。 

１９ 
既製ののぼり旗の購入は

補助対象になるか？ 
既製品は消耗品となるため、対象にはなりません。 

２０ 

自身は主催者だが、催事を

自身が経営していない店

舗へ催事を委託する場合、

その委託費の使途に制限

があるか？ 

あります。 

催事を委託する場合の委託費は、補助対象経費（要綱別表）に掲げる補助対象経費に相当する内容のものに限ります。

例えば、委託費の内訳に消耗品費がある場合は、その経費分は補助対象外になります。 

なお、実績報告時は、委託費の内訳書及び委託者の補助対象経費にかかる領収書（写し）を提出してください。 

２１ 
店名だけを記載した販促

物は対象になるか？ 

販促物に催事名が入る等、当該催事に直接的にかかるもののみ対象になり、汎用的に使用できるものは対象になりませ

ん。 

 

書類について 

No. 質問 回答 

２２ 審査はあるか？ 

あります。 

提出していただいた書類を、審査基準に基づき審査を行いますので、事業計画書等に、実施する内容を詳しく記入して

ください。 

２３ 
補助金交付決定はいつご

ろになるか？ 
募集締切後、審査を経て２～３週間後を予定しています。 

２４ 
実績報告時に添付する書

類はどのようなものか？ 

領収書（写し）、写真（催事の様子、メニュー等）、補助対象経費にかかる成果物（（例）チラシ、のぼり、広告（写し）、

レンタルした機材の写真等）です。 

【補助対象経費】 

・リースまたはレンタル費⇒機材等の写真 

・広報費⇒紙（誌）面広告は、写しまたは印刷（インターネット広告）したもの、ＳＮＳ広告は、投稿及び課金実績

がわかるもの、放送の場合は、原稿等 

・委託費⇒印刷物（チラシ、ポスター等）、販促資材の写真（作成した全てを１枚に写すこと）、成分分析等の結果報

告書等 

 

その他について 

No. 質問 回答 

２５ 
第１期募集で交付決定（事

業採択）されたが、第２期
可能ですが、第１期募集の申請と同様の内容で申請することはできません。 



募集に申請することはで

きるか？ 

２６ 

採択（交付決定）された催

事は、市でもＰＲしてくれ

るのか？ 

各種発信ツール（ホームページ、ＳＮＳ等）で発信します。 

２７ 

補助金を事業実施中に請

求（概算請求）することは

可能か？ 

できません。実績報告書が提出され、確定通知後に請求していただきます。 

 


